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虐待や自殺のない社会へ虐待や自殺のない社会へ
相談、通報をためらわないで相談、通報をためらわないで

東京都立多摩総合精神保健福祉センター東京都立多摩総合精神保健福祉センター
精神科医精神科医

竹内　真弓竹内　真弓

　３月からコロナ感染対策の体制が引か

れ、外出や会議、催しがほとんど中止とな

りました。在宅ワークも増え、普段のリズ

ムが崩れているご家庭も多いかと思いま

す。その中で虐待の通報件数が増えている

こと、通報を考えなくてはならない状況も

増えているという報告が相次いでいます。

　７月から若い女性の自殺も増えていると

いう情報があります。原因や対策は今後の

分析を待たねばなりませんが、コロナによ

って、私たちの心のありようが問われてい

ることは間違いありません。統計がとられ

ている当初から、どの年代をみても男性の

自殺率が女性よりも多いことが知られてい

ます。このことについては、様々な分析が

試みられていますが、女性の方が言葉にし

て相談をする機会が多く、ある意味社交的

で人に対して開かれているためと考えられ

ます。

　しかし、その女性の自殺率がコロナ禍の

あとに大きく増加しています。何が起こっ

ているのでしょうか。虐待や暴力、自殺の

問題はどこかでつながっています。本稿で

は「虐待をしてしまう前に、あるいは虐待

されていたら SOSを出して」「自殺したく
なるほどつらいとき、身近にそんな風につ

らそうな人がいて心配な時は、相談や

SOSを出して」というメッセージをお伝
えしたいと思います。

１．虐待してしまう前に、あるいは虐待さ
れていたらSOSを出してください

　「虐待」という言葉はまがまがしく、恐

ろしいものと、とらえてしまうかもしれま

せんが、この言葉は法律用語として使われ

ています。対象の人の人権が損なわれてい

ることを指しています。2000年から４つ

の虐待、暴力防止法が次々とできました。

児童虐待防止法（2000年）、DV 防止法

（2001年）、高齢者虐待防止法（2006

年）、障害者虐待防止法（2012年）です。

これらの法律では、「国民は通報や虐待防

止の努力をおこなう」ことが謳われていま

す。以下、虐待を理解するポイントについ

てまとめます。
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■ 虐待の種類
　虐待には、身体的虐待、心理的虐待、経済

的虐待、性的虐待、介護放棄（育児放棄）があ

ります。悪意の有無は関係ありません。「し

つけ」「介護熱心のあまり」「世話する人が

大変だから」ということで通報や介入を躊

躇してはいけません。それぞれの虐待防止

法は差がありますが、虐待をしてしまう人

の救済や指導や支援も謳っています。多く

の場合、虐待はやりたくてしていることで

はなく、養護者、介護者自身が追い詰められ

た末の SOSなのです。「これは虐待とは言
えないのではないか」と、自分で判断するの

ではなく、疑いの時点で通報してくださ

い。あなたの秘密は守られます。それが虐

待している人にも、されている人にも救い

になることがあります。また実際に虐待で

あるかどうかを判断するのは、都道府県や

市区町村などの対応責務のある行政です。

■ 虐待への介入
　それ以上、虐待が進まないように支援し

ます。決して刑罰を受けるためのものでは

ありません。虐待を受けた方の意向も最大

限反映できるように配慮されます。

■ 身体的虐待
　暴力はもちろんのこと、身体的虐待は体

への虐待です。状態に合わない無理なリハ

ビリや、適切でない介護、徘徊予防として

本人に開けられない鍵をつけること、物を

投げつけるなども含まれます。

■ 心理的虐待
　心理的虐待とは暴言、また本人の症状を

罵ったり、笑ったりすることも含まれま

す。高齢者を子どものように扱ったり、ト

イレに行けるのにオムツをつけることなど

も含まれます。

■ 経済的虐待
　経済的虐待は、本人に合意なしに勝手に

財産を使うこと、理由なく本人の金銭を渡

さないことを言います。日本は親子間で生

活費の境界が薄く、必要に迫られて、この

ような虐待が起きがちです。

■ 性的虐待
　性的虐待は性行為の強要だけでなく、ポ

ルノを見せる行為なども含まれ、通報が最

も少ない虐待です。おかしいと思ったら女

性センターに相談するなど、ためらわずに

通報しましょう。

■ 介護放棄（育児放棄）
　介護（養護）放棄は必要な介護・養護を行

わないことです。虐待というと暴力を思い

がちですが、そうではない虐待もあります。

■ 虐待のリスク
　虐待へのリスクは「世話される人の症状

が重い」「世話する人が身体、精神の症状

が重い」「経済的困窮」「社会的に孤立して

いて SOSが出せない」「過去に家庭内で暴
力があった」などがあります。

　虐待や暴力がある場合、家族の歴史の中

でいろんな方向性の虐待が起きていること

があります。権利の方向性が拮抗していた

り、１つではなく複数の虐待がおきている

こともあります。
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　公務員、医療関係者、福祉関係職、教師、弁

護士などの社会的責務のある職業の人には、

虐待の通報に関して一般の方より重い責任

があります。

　新型コロナの生活様式は閉塞感、不自由

さのため、家族親族の中でストレスがたま

った結果のイライラが虐待になっていくこ

とも起きています。

＊もし自分がイライラしてしまい、相手を

傷つけてしまう「一線を超えそうな危う

さ」を感じたら、躊躇せず相談機関にご

相談ください。

＊もし家族、親族、施設職員などから暴力

や暴言、不当な管理を受けたら、躊躇な

く相談、通報をしてください。

＊公務員、医療関係者、福祉関係者、教師、

弁護士などの職業の方は、「手を挙げて

しまいそう」などの訴えに耳を傾けてい

ただき、虐待が起きている疑いがあれ

ば、躊躇なく相談、通報をしてください。

＊相談は通報とは異なるものです。行政の

法に基づく虐待予防介入をはっきり希望

するときは、最初に「これは通報です」

と伝えましょう。心情的な相談をしたい

時などは相談しましょう。

　■ 主な関係機関
　　•各市区町村高齢課、障害課、女性センター、子ども家庭支援センター
　　　地域包括支援センター、保健所、精神保健福祉センター
　　•警察の性暴力専門相談ダイヤル全国共通（TEL：＃810）
　　•ワンストップセンターへの全国共通ダイヤル（TEL：＃8891）
　　•東京都こころの電話相談ダイヤル（TEL：042－371－5560）

　■ 悩み相談は
　　•厚労省こころの健康相談統一ダイヤル　（TEL：0570－064－556）

　つらい状況が積み重なり、先が見えない

気持ちになると、誰でもうつ状態になり「楽

になりたい」「死んだら楽になるかもしれ

ない」と思うことがあります。つらい状況

を我慢すればするほど、つらい状況に慣れ

てしまって、この状況がよくなると思えな

いあきらめの境地になることがあります。

これが積み重なると「心理的視野狭窄」と

２．自殺したくなるほどつらいとき、あるいはそんな風につらそうな人がいて心配な時は
相談やSOSを出してください

いって、「死んでしまう以外にほかのやり

23-26_竹内真弓先生（修正版）.indd   25 2021/02/05   16:06:17



診療研究　第 563 号　2020.1226

みんなの命を守るために

ん。あなたを必要とする人はいます。

＃「死にたい」気持ちを打ち明けるのは恥

ずかしいことではありません。でもきっ

と相談することは勇気が必要だったはず

です。その勇気に感謝しましょう。

＃自殺する直前の行動は、何気ない声掛け

で我に返ることがあります。心配な人を

見かけたら声をかけてあげてください。

＃自殺の話題を持ち掛けて、自殺率が増え

たという統計はありません。心配な人に

は声をかけてみましょう。

　誰もが尊重され、互いに思いやれる社会

に、みんなでしていきましょう。

（たけうち・まゆみ＝多摩市）

方はない」と思うようになります。コロナ

のなか社会の先が見えない状況（生活の変

化、経済状態、病気の悪化など）になり、

つらい気持ちになっている方も多いと思い

ます。また、外出や集まりが制限され、会

食や談話の機会がなくなり、孤独感を持っ

ている方も多いのではないでしょうか。孤

独な時間が続くなかで、「自分はみんなに

迷惑をかけている」「自分には価値がない」

と思い込んでしまう人もいます。

＃死にたくなるくらいつらい思いがあれ

ば、ぜひ誰かに相談してください。

＃「死にたい」と思っている人でも必ずど

こかに「でも生きたい」と思っているこ

とが調査で解っています。「死にたいく

らいつらいが、このつらさが和らぐので

あれば、本当は生きたい」と思っている

のです。

＃必ず何か解決法があります。相談をする

ことで支援者が増えるはずです。

＃人間はどんな人でも１人ではありませ

•日本いのちの電話連盟フリーダイヤル（TEL：0120－783－556）
　　※16～21時、毎月10日は８時から翌日８時まで受付
•よりそいホットラインフリーダイヤル（TEL：0120－279－338）
　　※ IP電話や LINE Out からは（TEL：050－3655－0279）（24時間対応）
•悩みを抱える方は以下の相談ダイヤルへ
　　いのちの電話（TEL：0570－783－556）
　　LINE「生きづらびっと」友だち登録
　　サイト案内　NPO法人自殺対策支援センターライフリンク
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